
 

 
「 建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム （ CCUS）」 の 活 用 促 進 の た め  

令 和 ４ 年 １ ０ 月 以 降 に 契 約 す る 工 事 か ら 、 受 注 者 の 希 望 に よ り  

CCUS モ デ ル 工 事 の 対 象 と す る こ と が 出 来 る よ う に な り ま す  

建設キャリアアップシステム活用モデル工事を拡大します！！ 

建設現場での CCUS の活用を促進するため、以下の内容で令和４年 4 月からモデル工事
を拡充して実施します。 

【１．対象工事】  

県土整備部（各建設事務所、各下水道事務所、営繕課）が発注する工事 
※業種は問いません。ただし、災害復旧工事は除きます 

【２．適用条件】 

・契約時に建設キャリアアップシステム事業者登録が完了していること。 

・契約後、すみやかに工事打合せ簿により発注者と協議すること。 

（※CCUS 事業者登録は、１カ月以上の時間がかかるため、ご注意ください。 
一般財団法人建設業振興基金 HP） 

【３．現場実施条件】 

① 「管理者 ID 登録(現場管理者 ID 登録）」 受注した工事を CCUS へ登録する。 

② 「カードリーダー設置」 現地にカードリーダーを設置する。 

【４．費用負担】 

「カードリーダー購入費」、「現場利用料（カードタッチ費用）」は、 

実績に基づき精算変更で計上 

カードリーダー購入費・・・Windows 1 万円、iOS 3 万円 （1 現場 1 台、上限値） 
カードタッチ費用・・・・・タッチ費用全額 （1 タッチ 10 円） 

（例：20 人の技能者が 50 日就業した場合  20 人× 50 日× 10 円＝ 10,000 円 ） 

「CCUS の建設現場での活用促進」は、 
第三次三重県建設産業活性化プランの取組１「労働環境改善の取組」に位置付けられています。 

詳細については、三重県県土整備部建設業課 HP 「建設業のための広場」をご覧ください。 

三重県発注の建設工事の入札に参加される皆様へ 
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